
北海道農政事務所北見地域拠点交渉

（全農林労働組合北見分会）

議 事 要 旨

１．開 催 日：令和４年１月２５日（火）１２：０１ ～１２：１２

２．場 所：北海道農政事務所北見地域拠点応対室

３．出 席 者：

北海道農政事務所北見地域拠点 中島勝三 地方参事官

同 須藤憲明 総括農政推進官（総括・管理）

同 菊地敏文 主任農政推進官（管理）

全農林労働組合北見分会 山本悟之 執行委員長

同 池田健一 書記長

４．議 題：労働諸条件の改善について ほか

（全農林労働組合北見分会提出 別添「要求書」）

５．議事概要

（須藤総括農政推進官）

本日の交渉に先立ちまして、国家公務員法第１０８条の５の規定に基づき、予備交

渉の段階で取り決めた事項について報告します。

全農林労働組合北見分会から提出された要求事項が「新たな労使関係の構築に関す

る基本方針」第３の１の（３）に定められた要件を満たし、交渉対象とする事項は、

Ⅰの「労働諸条件の改善について」の４及び内容の一部管理運営事項等を除く、Ⅱの

「福利厚生施策の充実について」、Ⅲの「人事評価制度について」となりますので、

そのことを前提として交渉を行います。

(山本執行委員長)

本日は、交渉の場を設けていただき、ありがとうございます。

要求書を提出いたします。

今ほど、須藤総括農政推進官からご報告のありました交渉対象事項について、誠意

あるご回答をお願いします。

（中島地方参事官）

Ⅰの労働条件の改善についての１～３の超過勤務に関して、まとめてお答えしたい。

超過勤務の縮減は、職員の健康維持、士気の向上を図るためには、極めて重要であ



ると考えており、このため、超過勤務の縮減に向けて、

① 業務の見通しを踏まえ、計画的に業務を進めること、

② コスト意識を持って業務の見直しを行い、効率化を図ること、

③ 管理職が日頃から職員の業務内容を把握し、超過勤務命令を発する場合にはそ

の必要性を十分に検討した上で事前に行うこと、

などが必要であると考えています。

具体的な超過勤務縮減対策としては、毎週水曜日を定時退庁日、第3水曜日を北海
道農政事務所、第4水曜日を北見地域拠点の完全定時退庁日とし、完全定時退庁日の
超過勤務については各管理職から超過勤務命令の事前報告を求め、その必要性につい

て地方参事官の承認を受けることとしているところです。

また、各管理職には、各担当において適切に業務配分を行うよう、常日頃から職員

の業務内容、進捗状況等を把握するよう指導しているところです。

今後とも、超過勤務縮減に向けて引き続き努力してまいります。

５ パワーハラスメント等の根絶について

パワハラやセクハラに関して、農林水産省毎日見る掲示板の周知や毎年実施される

防止週間を機に周知を行い、職員のハラスメントに対する意識の向上を図っています。

また、ハラスメントを受けたと感じた場合には、北見地域拠点等の苦情相談担当等

に申し出て対応を求めることが重要だと考えております。

今後とも、ハラスメントのない職場環境作りに努力してまいります。

６ 休暇を取得しやすい職場環境を作ること等について

年次休暇の取得促進は、職員の健康管理、リフレッシュの面などで、非常に有益な

ものと考えています。

各管理職を通じて、向こう３ヶ月の年休取得計画をとりまとめ、計画的な年次休暇
の取得と必要に応じた業務調整を行える体制の確保する取組を実施することにより、

職員が休暇を取得しやすい環境づくりを推進しています。

今後とも、年次休暇を含め諸休暇が取得しやすい職場環境となるよう引き続き努力

してまいります。

７ ワークライフバランスの確保等について

職員１人１人がやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすととも

に、家庭や地域生活などにおいても多様な選択ができることは常に重要なことと考え

ています。

このようなことから、ワークライフバランスを実践する仕組みの一つとして平成２

８年度からフレックスタイム制が導入され、活用されているところです。

また、育児を行う職員が職場と家庭の両立を図るため、育児休業や短時間勤務を取

得することは重要なことと認識しているところです。

多様な勤務形態を取得しやすくするためには、取得を希望する職員の担当業務が支

障なく遂行されること、また、仕事と育児の両立を尊重する職場風土を形成すること

などが必要であり、更に職場全体で支援するための環境整備に引き続き努力してまい

ります。



８ 障害者雇用について

障害者雇用については、現在のところ北見地域拠点で事例はないものの、雇用する

こととなった際の対応については、障害の特性や状況に応じて勤務できるよう職員へ

の研修を含めた勤務環境を整備するなど、障害者の方が能力を発揮し活躍できる職場

づくりに努めてまいります。

９ 明るく働きがいのある民主的な職場の確立について

管理職と職員との適切なコミュニケーションは、明るく風通しの良い職場となり、

職員の仕事に打ち込む姿勢も高まるなど職場環境の改善が図られ、その結果、日々の

業務も円滑に進めることができると考えています。

このようなことから、より積極的に職員に対してコミュニケーションをとるよう、

引き続き管理者に対して指導してまいります。

Ⅱの福利厚生施策の充実について

メンタルヘルスは、平成２２年１１月に策定された「農林水産省職員の心の健康づ

くりのための指針」及び平成２７年１０月に策定された「農林水産省職員の心の健康

づくりのための運用方針」に基づき対策を進めており、平成２８年度から、職員自身

が自らのストレスの状況について気付き、その対処の支援及び職場環境の改善を通じ

て、メンタルヘルス不調となることを未然に防止するためのストレスチェック制度が

導入され実施しています。

そのほか、北見地域拠点では、令和３年１０月に共済事業を活用したセルフケア研
修を実施しているところであり、引き続き、職員とのコミュニケーションを図ること

により、相談しやすい職場環境となるよう管理職を指導してまいります。

Ⅲの人事評価制度について

評価結果が職員の処遇に活用されることは十分認識しており、評価者による適正な

評価がなされるよう、全評価者に対して、各評価期ごとに評価者マニュアル等を送付

して再確認を促しているほか、評価者訓練として評価者講座やeラーニングを実施し
ているところであり、令和３年１０月からの人事評価の見直しについては９月に全職
員へ周知を行いながら進めてきたところです。

また、評価者が指導・助言を行うに当たっては、被評価者の主体的な能力開発や業

務遂行等の取組を促すため、評価項目、目標ごとにコメントするなど可能な限りきめ

細かな指導・助言を行い、さらには、指導･助言のフォローアップを図るためにも、

被評価者と常日頃から十分なコミュニケーションをとるよう指導しています。

（中島地方参事官）

以上、要求事項について回答しましたが、職員の皆さんの勤務条件等に密接に関わ

る重要な問題でありますので、私としても真摯に受け止め、明るい職場づくり、風通

の良い職場づくりに努めて参ります。

（山本執行委員長）



ありがとうございました。

私たちの求める事項について、しっかりと受け止めていただいと認識しました。

今後とも、要求事項の改善に向けて、北見地域拠点当局として最大限のご尽力をお

願いします。

（須藤総括農政推進官）

それでは、以上をもちまして交渉を終了いたします。

(終 了)






